
一般財団法人 マルチメディア振興センター
Foundation for MultiMedia Communications

災害時の生活情報（お知らせ）
の発信強化
（中間報告）

２０１９年１１月２７日

資料２８－３



1All rights reserved ©FMMC 2019

目次

１ 今年度取組の方向性について P2

２ 検討内容及び今後の対応（案）について
①アンケート結果より P3
②発信事例に盛り込む内容ヒアリングより P4
③作業部会でのコメントより P5

３ 作成中の発信事例集サンプル（生活情報）（制度） P7

４ 今後の予定について P10



2All rights reserved ©FMMC 2019

１．今年度取組の方向性について

お知らせ発信の現状について、実績がある都道府県でも、災害時の発信は少な
く、また「何を発信していいかわからない」の声もある。
そのため、積極的な活用事例の共有や、発信様式の整理等の取組を通して、

「災害時の生活情報を発信していない自治体からの発信増加を促す」ことが重要、
との整理とした。今年度もこの取組を行うこととし、方向性等を以下に記す。

１．方向性
・情報発信者から災害時の生活情報など（お知らせ）を積極的に発信していただ
くことに取り組む。

２．取組のゴール
・前述の声にこたえるため、Ｌアラート運用センターより「発信事例集」を提供
し、かつ自治体が対応マニュアルにその内容を組み込んでいただく事で、お知ら
せの活用が定着するきっかけをつくること。

３．取組内容
・お知らせ種別についての「発信事例集」の作成



3All rights reserved ©FMMC 2019

○今後に向けての提言（主なもの）

■発信事例集（雛形）作成にあたっての留意点について
・支援の「情報」に加えて被災者支援の「制度」の面からも網羅する。
・自治体のＬアラートで発信する際の負担を軽減するように考慮する。
・メディアの委員にも照会しコメントを反映する。
・ライフライン（交通、断水等）の情報も追加する。
・EXCELベースで情報網羅し、コピー＆ペーストを適用して発信でき
るようにする。

2．検討内容及び今後の対応（案）について
①アンケート結果より

自治体の委員各位に、お知らせ発信の実態把握のためのアンケートを取らせて
いただき、その結果により今後の方向性を検討した。
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発信事例集の内容については、水や物資等の「情報」に関するものに加え、「被災
者支援に関する各制度」の要素も包含する事で、そもそもの目的から鑑みて、より理
想的・効果的なお知らせ発信に近づくのでは、と考えた。
そこで、発信事例集に包含すべきと考える内容を、「情報」と「制度」に大別した

うえで、自治体の委員各位に盛り込むべき内容について、コメントをいただき反映中
である。 ライフラインに関する情報

は、発信主体に留意する、
とのコメント等【発信事例集INDEXから抜粋】

2．検討内容及び今後の対応（案）について
②発信事例集に盛り込む内容ヒアリングより

大区分 中区分 小区分（詳細）

断水情報 【焼津市様】

復旧工事情報
供給停止情報 【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる

【高知県様】

復旧工事情報 【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる

3 電気 1 供給情報 停電情報 【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる

1 携帯電話の充電 充電設備情報 【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる

2 郵便 臨時郵便局の設置 【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる

【高知県様】

3 臨災局 臨災局の開設、番組情報 【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる

4 Wi-Fiスポット Wi-Fiスポット無料開放情報 【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる

1 鉄道、バス、航空機、船舶 運行情報 【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる

2
道路情報 交通規制情報、開通情報 【愛知県様】発信主体が自治体でない情報（自治体管理道路除く）と思われる

【広島県様】同上

【高知県様】

不通、開通、被災地への車の乗り入れ 【愛知県様】発信主体が自治体でない情報（自治体管理道路除く）と思われる

【広島県様】同上

3 臨時バス シャトルバス 【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる

【高知県様】

情報

内容種別 内容
（「制度」は内容から一部抜粋）

自治体委員様コメントいただいたところ

3 ライフライン 1 水道
1
供給情報

2 ガス 1 供給情報

4 通信

5 交通


見出し



				・発信事例集に包含すべき内容（案）について ハッシン ジレイ シュウ ホウガン ナイヨウ アン

								内容種別										内容
（「制度」は内容から一部抜粋） ナイヨウ セイド ナイヨウ イチブ バッスイ		備考（情報元） ビコウ ジョウホウ モト		自治体委員様コメントいただいたところ ジチ タイ イイン サマ

								大区分 ダイ クブン				中区分 チュウ クブン				小区分（詳細） ショウ クブン ショウサイ

				情報 ジョウホウ		1		被災者支援 ヒサイシャ シエン		1		日々の生活 ヒビ セイカツ		1		給水情報 キュウスイ ジョウホウ		給水実施の情報				【焼津市様】
【高知県様】
【愛媛県様】「生活用水」「雑用水」の供給について ヤイヅシ サマ コウチケン サマ エヒメケン サマ セイカツ ヨウスイ ザツヨウスイ キョウキュウ

														2		炊き出し タ ダ		炊き出し実施の情報 タ ダ ジッシ ジョウホウ				【焼津市様】
【高知県様】 コウチケン サマ

														3		入浴情報		公衆浴場、温泉施設の無料開放、自衛隊の入浴支援情報 コウシュウ ヨクジョウ オンセン シセツ ムリョウ カイホウ ジエイタイ ニュウヨク シエン ジョウホウ				【焼津市様】
【高知県様】 コウチケン サマ

														4		災害用トイレ サイガイヨウ		仮設トイレ設置情報 カセツ セッチ ジョウホウ

														5		物資配布 ブッシ ハイフ		食料、衣類、寝具（毛布）、日用品、紙おむつ、ミルク　等 モウフ カミ				【愛媛県様】「洗濯機の無料開放」を追加
【焼津市様】
【高知県様】 エヒメケン サマ センタッキ ムリョウ カイホウ ツイカ ヤイヅシ サマ コウチケン サマ

										2		災害時要援護者等への対応 トウ		1		高齢者・障がい者		高齢者・障がい者を受け入れ可能な避難所の紹介 ウ イ カノウ ヒナンジョ ショウカイ				【高知県様】 コウチケン サマ

														2		妊産婦・乳幼児		乳幼児・産婦・妊婦の一時受け入れが可能な施設の紹介 イチジ ウ イ カノウ シセツ ショウカイ				【焼津市様】
【高知県様】 ヤイヅシ サマ コウチケン サマ

														3		外国人 ガイコク ジン		外国人被災者のための相談窓口の開設 ガイコク ジン ヒサイシャ ソウダン マドグチ カイセツ				【広島県様】外国人に限らない相談窓口に関する情報も必要（特に、土日の窓口の開設状況）
【高知県様】 ヒロシマケン サマ ガイコク ジン カギ ソウダン マドグチ カン ジョウホウ ヒツヨウ トク ドニチ マドグチ カイセツ ジョウキョウ コウチケン サマ

														4		ペットとの同行避難 ドウコウ ヒナン		ペットを受け入れられる避難所、施設情報。飼い主が用意するもの。 ウ イ ヒナンジョ シセツ ジョウホウ カ ヌシ ヨウイ

										3		教育 キョウイク		1		休校情報 キュウコウ ジョウホウ		休校情報 キュウコウ ジョウホウ				【高知県様】 コウチケン サマ

														2		育児 イクジ		家の片づけや諸手続きのための子供の一時預かり				【焼津市様】 ヤイヅシ サマ

										4		人員確保 ジンイン カクホ		1		ボランティア		ボランティアの募集 ボシュウ				【焼津市様】
【高知県様】 ヤイヅシ サマ コウチケン サマ

														2		臨時職員		臨時・委託職員の募集 リンジ イタク ショクイン				【焼津市様】

										5		医療 イリョウ		1		医療機関情報		診療可能医療機関や医療救護所等の情報提供 シンリョウ カノウ イリョウ キカン イリョウ キュウゴ ジョナド ジョウホウ テイキョウ				【高知県様】 コウチケン サマ

										6		その他 タ		1		安否確認		行方不明者（尋ね人）相談所の開設。避難者名簿の確認 シャ タズ ビト ソウダン ヒナン シャ メイボ カクニン

														2		消毒・防疫 ショウドク ボウエキ		被災地の消毒・防疫予定 ヒサイチ ショウドク ボウエキ ヨテイ				【愛媛県様】「し尿汲み取り」を追加 エヒメケン サマ ニョウ ク ト ツイカ

						2		生活関連 セイカツ カンレン		1		営業店舗 エイギョウ テンポ		1		スーパー、コンビニ		開店情報 カイテン ジョウホウ				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ オモ

														2		ガソリンスタンド		開店情報 カイテン ジョウホウ				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ オモ

														3		金融機関 キンユウ キカン		開店情報 カイテン ジョウホウ				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ オモ

										2		ごみ処理		1		災害ごみ サイガイ		災害ごみの収集受付 サイガイ シュウシュウ ウケツケ				【焼津市様】
【高知県様】 ヤイヅシ サマ コウチケン サマ

														2		家庭ごみ カテイ		家庭ごみの回収ルール カテイ カイシュウ

										3		防犯情報 ボウハン ジョウホウ		1		防犯情報 ボウハン ジョウホウ		盗難、サギへの啓発 トウナン ケイハツ				【高知県様】 コウチケン サマ

										4		健康関連情報 ケンコウ カンレン ジョウホウ		1		体調管理 タイチョウ カンリ		気温の上昇に伴う熱中症に注意 トモナ ネッチュウ ショウ

																		食中毒についての注意 ショクチュウドク チュウイ

						3		ライフライン		1		水道 スイドウ		1		供給情報 キョウキュウ ジョウホウ		断水情報 ダンスイ ジョウホウ				【焼津市様】 ヤイヅシ サマ

																		復旧工事情報 フッキュウ コウジ ジョウホウ

										2		ガス		1		供給情報 キョウキュウ ジョウホウ		供給停止情報 キョウキュウ テイシ ジョウホウ				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる
【高知県様】 アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ オモ コウチケン サマ

																		復旧工事情報				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ オモ

										3		電気 デンキ		1		供給情報 キョウキュウ ジョウホウ		停電情報 テイデン ジョウホウ				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ オモ

										4		通信 ツウシン		1		携帯電話の充電		充電設備情報 ジュウデン セツビ ジョウホウ				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ オモ

														2		郵便 ユウビン		臨時郵便局の設置 リンジ ユウビンキョク セッチ				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる
【高知県様】 アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ オモ コウチケン サマ

														3		臨災局 リン サイ キョク		臨災局の開設、番組情報 カイセツ バングミ ジョウホウ				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ オモ

														4		Wi-Fiスポット		Wi-Fiスポット無料開放情報 ムリョウ カイホウ ジョウホウ				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ オモ

										5		交通 コウツウ		1		鉄道、バス、航空機、船舶 テツドウ コウクウキ センパク		運行情報 ウンコウ ジョウホウ				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ オモ

														2		道路情報		交通規制情報、開通情報 コウツウ キセイ ジョウホウ カイツウ ジョウホウ				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報（自治体管理道路除く）と思われる
【広島県様】同上
【高知県様】 アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ ジチタイ カンリドウ ロ ノゾ オモ ヒロシマケン サマ ドウジョウ コウチケン サマ

																		不通、開通、被災地への車の乗り入れ フツウ カイツウ ヒサイチ クルマ ノ イ				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報（自治体管理道路除く）と思われる
【広島県様】同上 アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ ジチタイ カンリドウ ロ ノゾ オモ ヒロシマケン サマ ドウジョウ

														3		臨時バス リンジ		シャトルバス				【愛知県様】発信主体が自治体でない情報と思われる
【高知県様】 アイチケン サマ ハッシン シュタイ ジチタイ ジョウホウ オモ コウチケン サマ

				制度 セイド		1		経済・生活面の支援		1		貸付（融資） カシツケ ユウシ		1		災害援護資金		・災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														2		生活福祉資金制度による貸付（緊急小口資金・福祉費（災害援護資金））		・生活福祉資金は、金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者や高齢者のいる世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図ることために必要な経費を貸し付けるものです。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														3		母子父子寡婦福祉資金貸付金		・母子父子寡婦福祉資金貸付金とは、母子家庭や父子家庭、寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けるものです		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														4		年金担保貸付、労災年金担保貸付		・国民年金、厚生年金保険、労災年金を担保に、保健・医療や住宅改修資金などを融資するものです。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														5		恩給担保貸付		・恩給等を担保に、教育費や居住関係費、事業資金等を融資するものです。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														6		国の教育ローン		・入学資金・在学資金等の教育資金を融資するものです。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														7		緊急採用奨学金		・災害等により、家計が急変した学生・生徒に対して、緊急採用奨学金の貸与を実施します。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														8		奨学金の緊急採用、返還期限猶予、JASSO支援金の受付		・独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）では、①災害救助法適用地域の世帯の学生に対する奨学金の緊急採用、②奨学金返還者からの減額返還・返還期限猶予の願出を受け付けています。緊急採用奨学金については、在学している学校を通じて申し込む必要があります。また、奨学金返還の減額返還・返還期限猶予は、「奨学金減額返還願」もしくは「奨学金返還期限猶予願」を同機構に提出する必要があります。		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

										2		給付・還付関連 カンレン		1		災害弔慰金		・災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														2		災害障害見舞金		・災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														3		被災者生活再建支援制度		・災害により居住する住居が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														4		児童扶養手当等の特別措置		・被災者に対する児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について、所得制限の特例措置を講じます		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														5		特別支援学校等への就学奨励事業		・被災により、特別支援学校等への就学支援が必要となった幼児、児童又は生徒の保護者を対象に通学費、学用品等を援助します。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														6		小・中学生の就学援助措置		・被災により、就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、就学に必要な学用品費、新入学用品費、通学費、校外活動費、学校給食費等を援助します。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														7		生活保護		・生活に現に困窮している方に、生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、困窮の程度に応じて必要な保護を行うものです。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														8		雇用保険の失業等給付		・労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合等に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付を一定の要件を満たした方に支給します。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														9		職業訓練		・災害により離職した者が、再就職のための技能や知識を身につける必要がある場合、無料で職業訓練が受けられます。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														10		職業転換給付金（広域求職活動費、移転費、訓練手当）の支給		・就職が困難な失業者などの再就職の促進を図るため、ハローワークの紹介により広域に渡る求職活動を行う場合や、就職または公共職業訓練を受講するために住所を移転する場合にその費用の一部が支給されます。
また、訓練を行っている期間については訓練手当が支給されます。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

										3		現物支給・現物貸与		1		教科書等の無償給与（災害救助法）		・災害救助法に基づく学用品の給付は、災害により学用品を失った児童・生徒に対して、教科書や教材、文房具、通学用品を支給します。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

										4		減免・猶予関連 カンレン		1		幼稚園への就園奨励事業		・保護者の所得状況に応じて、幼稚園の入園料・保育料を軽減します。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														2		高等学校授業料等減免措置		・災害による経済的な理由によって授業料等の納付が困難な生徒を対象に、授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料等の徴収猶予又は減額、免除します。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														3		大学等授業料等減免措置		・災害により、家計が急変した等の理由により授業料等の納付が困難な学生を対象に、各学校（大学、短期大学、大学院、高等専門学校）において授業料等の減額、免除を行います。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														4		地方税の優遇措置		・地方税の減免
災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税 (個人住民税、固定資産税、自動車税など)について、一部軽減又は免除を受けることができます。等 ナド		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														5		国税の優遇措置		・申告などの期限の延長
災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできない場合、その理由のやんだ日から２か月以内の範囲でその期限が延長されます。これには、地域指定による場合と個別指定による場合とがあります。等 ナド		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														6		医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免措置等		・医療保険、介護保険の保険料・窓口負担について、減免措置等が講じられます。等 ナド		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														7		障害福祉サービス等の利用者負担金の減免		・災害等による収入の減少などの特別な理由により、障害福祉サービス等に要する費用を負担することが困難である方に対し、利用者負担額の減免が講じられることがあります。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														8		公共料金・使用料等の特別措置		・災害により被害を受けた被災者に対しては、都道府県や市町村において、各自治体が所管する公共料金や施設使用料、保育料等が軽減・免除されることがあります。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														9		放送受信料の免除		・災害により被害を受けた受信契約者の放送受信料が一定期間免除されることがあります。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														10		被災者（個人・個人事業主）の債務整理支援		・住宅ローンを借りている個人の方や、事業に必要な資金を借りている個人事業主の方で、自然災害（注）の影響によって災害前の借入の返済が困難となった方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用することにより、破産手続などの法的な手続によらず、債務の免除等を受けられます。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														11		車検証の有効期間の伸長		・該当地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が平成30年7月7日から8月5日までの車両について、平成30年8月6日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

														12		年金手帳などを紛失した場合、国民年金等の保険料が払えない場合		・年金手帳、年金証書を紛失した場合は、再発行ができます、国民年金被保険者について、一定の要件に該当する場合には、申請に基づいて災害時 の保険料が免除されます。		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

										5		立替（債権者向け・債務者向け）		1		未払賃金立替払制度		・企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を、独立行政法人労働者健康安全機構が事業主に代わって支払います。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

										6		サービス関連 カンレン		1		子ども、妊婦の支援情報		・国立成育医療研究センターは、「被災地の避難所等で生活をする赤ちゃんのためのQ&A（ご家族向け）」や「避難している妊産婦、乳幼児の支援のポイント」など、子どもの体調の変化や乳児への注意点といった避難生活に必要な情報を項目ごとにまとめた「緊急時のための成育医療情報ポータルサイト」を開設しています。		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

														2		医療機関の受診、介護サービスの利用		・被災により被保険者証等を紛失、家に置いたまま避難している等、医療機関に提示でき ない場合には、医療機関の窓口で氏名、生年月日、連絡先、住所等を申し立てすること により保険診療で受診することができます。		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

														3		生命保険の契約内容		・生命保険会社、かんぽ生命では、災害救助法適用市町村にお住まいの被災者について、保険料の払い込み猶予期間の延伸（最長6か月)、保険金の非常時即時払い等の非常取扱いを実施しています		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

														4		雇用保険に関する特別措置及び雇用調整助成		・災害救助法の適用を受けた市町において被災した事業所に雇用されている方、求職者の方々に対し、災害時における雇用保険失業給付の支給等について、特別措置が実施されています。		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

														5		労働保険		・災害によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

														6		法的トラブル等に関する情報提供		・全国の日本司法支援センター（法テラス）地方事務所や全国統一窓口である法テラス・サポートダイヤル等において、利用者から面談、電話等によって問い合わせを受け付け、その内容に応じて、法的トラブルの解決に役立つ法制度や適切な窓口を無料で案内します。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														7		弁護士費用の立替等に係る民事法律扶助制度		日本司法支援センター（法テラス）では、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、援助を行います。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														8		り災証明書の発行		・「り災証明書」は、住宅等の建物が被害にあったことを証明するもので、生活 再建支援金・各種融資の申請、税金の減免などに必要となる場合があります		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」		【広島県様】 ヒロシマケン サマ

														9		運転免許証の更新、再交付		・災害により自動車運転免許証を汚損、紛失した場合は再交付ができます。被災された 方は運転免許証の再交付が無料でできます。		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

														10		預貯金通帳、印鑑を紛失した場合		・災害救助法適用市町村にお住まいの被災者について、金融機関、証券会社、生命保 険会社、損害保険会社等では通帳、保険証書や印鑑を紛失した場合でも、本人確認がで きれば、預貯金、保険金等の払戻しを行っています。		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

														11		損害保険		・損害保険の適用など		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

														12		自動車の廃車手続等		・被災自動車（軽自動車除く）の廃車手続きの際には申請書、ナンバープレート２枚、自動車 検査証、所有者の印鑑証明書、所有者の実印を準備し、管轄の運輸支局又は自動車検査 登録事務所で手続きする必要があります。		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

														13		登記済証（権利証）、登記識別情報を紛失した場合		・土地・建物の権利証（登記済証・登記識別情報通知書）を紛失したことによって土地・建 物の所有権等の権利を失うことはありません。売買、相続、抵当権設定時に、上記書類を 紛失している場合、他の手段での本人確認となります		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

						2		住まいの確保・再建のための支援		1		貸付（融資）		1		災害復興住宅融資（建設）		・自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、住宅を建設する場合に受けられる融資です。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														2		災害復興住宅融資（新築住宅購入、リ・ユース住宅（中古住宅）購入）		・自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、新築住宅、リ・ユース住宅（中古住宅）を購入する場合に受けられる融資です。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														3		災害復興住宅融資（補修）		・自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、住宅を補修する場合に受けられる融資です。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														4		生活福祉資金制度による貸付（福祉費（住宅補修費））		・災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付けます。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														5		母子父子寡婦福祉資金の住宅資金		・災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付けます。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														6		宅地防災工事資金融資		・地方公共団体から、宅地を土砂の流出などによる災害から守るための工事を行うよう改善勧告又は改善命令を受けた方に対して、のり面の保護、排水施設の設置、整地、擁壁の設置（旧擁壁の除去を含みます。）の工事のための費用を融資します。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														7		地すべり等関連住宅融資		・地すべりや急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある家屋を移転したり、これに代わるべき住宅を建設又は購入する場合にご利用いただけます。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

										2		現物支給・現物貸与		1		公営住宅への入居		・低所得の被災者の方は、都道府県又は市町村が整備する公営住宅に入居することができます。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														2		仮設住宅への入居（応急建設住宅、借り上げ住宅） カセツ ジュウタク ニュウキョ オウキュウ ケンセツ ジュウタク カ ア ジュウタク		・応急仮設住宅の供与 オウキュウ カセツ ジュウタク キョウヨ		災害救助法第4条 サイガイ キュウジョホウ ダイ ジョウ		【広島県様】 ヒロシマケン サマ

														3		特定優良賃貸住宅等への入居		・被災者の方は、都道府県、市町村、地方住宅供給公社、民間土地所有者等が整備する特定優良賃貸住宅等に入居することができます		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														4		地域優良賃貸住宅への入居		・被災者の方は、都道府県、市町村、地方住宅供給公社、民間事業者等が整備する地域優良賃貸住宅に入居することができます。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														5		住宅の応急修理（災害救助法）		・災害救助法に基づく住宅の応急修理は災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														6		障害物の撤去（災害救助法） ショウガイブツ テッキョ		・生活上欠くことのできない場所の障害物を除去する		災害救助法施行令、内閣府告示第二百二十八号

														7		全壊した住宅の公費負担による撤去		・市町村が実施する産業廃棄物の処理に係る費用について財政的に支援する シチョウ ソン ジッシ サンギョウ ハイキブツ ショリ カカ ヒヨウ ザイセイテキ シエン		災害廃棄物処理事業

														8		被災者のための住宅提供		・住宅に被害を受けられた方に対して、公営住宅等を提供しています。		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

										3		減免・猶予関連 カンレン		1		住宅ローンの返済		・住宅ローンの返済について、借入先の同意のもと、返済の免除や減額を申し出る仕組み（自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン）があります		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」

														2		住宅金融支援機構融資の返済方法の変更		・地震、津波、噴火、暴風雨又は洪水により被害を受けたご返済中の被災者（旧住宅金融公庫から融資を受けてご返済中の被災者を含む。）に対して、返済方法を変更することにより被災者を支援するものです。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

						3		農林漁業・中小企業・自営業への支援		1		貸付（融資）		1		株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫による資金貸付		・株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫では、農林漁業者に対する各種の資金貸付を行っています。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														2		政府系金融機関による災害復旧貸付		・日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が、災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対して、事業の復旧に必要な設備資金や運転資金を融資します。事業の復旧、再開など経営に関する悩みについて広く相談に応じます。		中小企業庁「被災中小企業者等支援策ガイドブック（第１版）」

														3		天災融資制度		・天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づき、天災によって損失を受けた被害農林漁業者等に対して、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を行い、その経営の安定化を図ります。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														4		小規模事業者経営改善資金（マル経融資）		・小規模事業者経営改善資金（通称：マル経融資）制度は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会（以下「商工会議所等」という。）の実施する経営指導を受ける小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人・低利で融資を行う制度です。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														5		生活衛生改善貸付		・生活衛生改善貸付制度は、生活衛生同業組合、組合が設立されていない場合は、都道府県生活衛生営業指導センター（以下「生活衛生同業組合等」という。）の実施する経営指導を受ける生活衛生関係営業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人・低利で融資を行う制度です。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														6		災害復旧貸付		・災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、事業所復旧のための資金を融資します		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														7		高度化事業（災害復旧貸付）		・大規模な災害により被害を受けた事業用施設を中小企業者が共同で復旧する場合、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構が必要な資金の一部の貸付けを行います。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														8		小規模企業共済契約者に対する貸付の拡充		・特例災害時貸付を新たに措置し、今般の豪雨により被災した小規模企業共済の契約者に対し、（独）中小企業基盤整備機構において次のとおり災害時貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定や償還期間の延長など貸付条件の緩和を実施します		中小企業庁「被災中小企業者等支援策ガイドブック（第１版）」

										2		給付・還付関連		1		被災した農業者の方へ		ア 被災した施設等の復旧
イ 被災した農地等の復旧、耕作条件の改善
ウ 農業用ハウス、畜舎、農業用機械等の導入修理
エ 被災に伴い必要となる農業資材の購入
オ 被害果樹茶の改植、家畜導入乳房炎対策等
カ 酪農ヘルパーの利用
キ 被災した農業法人等における雇用の維持		農林水産省「平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨による農林水産関係被害への支援対策」

														2		被災した林業者の方へ		（1）補助金
ア 被災した木材加工流通施設等の撤去復旧整備
イ 被災した林業共同利用施設の復旧
ウ 被災した治山施設及び荒廃した山地の復旧等
エ 被災した林道の復旧
オ 被災した森林の整備及び森林作業道の復旧
（2）融資　（3）共済		農林水産省「平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨による農林水産関係被害への支援対策」

														3		被災した漁業者の方へ		（1）補助金
ア 被災した漁港や海岸等の復旧
イ 被災した水産業共同利用施設の復旧
ウ 漁場等に堆積した流木等の回収処理
（2） 融資　（3）共済		農林水産省「平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨による農林水産関係被害への支援対策」

														4		職場適応訓練費の支給		・職場適応訓練を実施する事業主に対して訓練費を支給します。また、訓練生に対して訓練手当などを支給します。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

										3		減免・猶予関連 カンレン		1		被災既往債務の返済条件緩和等の対応強化		災害救助法が適用された各府県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会が、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応します。		中小企業庁「被災中小企業者等支援策ガイドブック（第１版）」

										4		信用保証		1		セーフティネット保証		・災害被害に限らず、経済環境の急激な変化により業況が悪化している中小企業者が金融機関から経営の安定に必要な資金の借入を行う場合、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証する制度です。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

														2		信用保証制度（セーフティネット保証４号）		・自然災害等の突発的事由（噴火、地震、台風等）により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証（100％保証）を行います。		中小企業庁「被災中小企業者等支援策ガイドブック（第１版）」

														3		災害関係保証		・金融機関から事業の再建に必要な資金の借入を行う場合、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証する制度です。		内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」

										5		サービス		1		補助事業等の執行手続きにおける柔軟な対応		・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金		中小企業庁「被災中小企業者等支援策ガイドブック（第１版）」

														2		会社・法人の印鑑カード等を紛失した場合		・会社の代表者の印鑑や印鑑カードを紛失された場合には、地方法務局にお問合せください		総務省「平成30年7月豪雨災害被災者の皆様への生活支援窓口案内（ガイドライン）平成30年7月20日第4版」





1-1-1災害援護資金

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　災害援護資金の貸付 シ

		要約（見出し文）		○○市　災害援護資金の貸付の申請方法について シ ホウホウ

		本文 ホンブン		  〈災害援護資金の貸付〉  　
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
●対象者は以下のいずれかの被害を受けた世帯主です。
　１．世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね１か月以上
　２．家財の１／３以上の損害
　３．住居の半壊又は全壊・流出
所得の状況によって貸付を受けることができない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
 ●必要書類　  　住民票、り災証明書、住宅被災写真（可能な限り）、通帳の写し、印鑑等
 【問合せ先】  健康保険課国保・年金係  電話番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇（市役所1階）

 タイショウ シャ ヌシ サキ

		留意事項 リュウイ ジコウ		【貸付限度額】
　①世帯主に１か月以上の負傷がある場合
　　ア：当該負傷のみ：１５０万円
　　イ：家財の３分の１以上の損害：２５０万円
　　ウ：住居の半壊：２７０万円
　　エ：住居の全壊：３５０万円
　②世帯主に１か月以上の負傷がない場合
　　ア：家財の３分の１以上の損害：１５０万円
　　イ：住居の半壊：１７０万円
　　ウ：住居の全壊（エの場合を除く）：２５０万円
　　エ：住居の全体の滅失又は流失：３５０万円
【貸付利率】
　年３％（措置期間中は無利子）（利率は市町村の条例による）
【据置期間】
　３年以内（特別の場合５年）
【償還期間】
　１０年以内（措置期間を含む）
所得制限があります。「市町村民税における前年の総所得金額」が、下記の額以下の場合が対象です。
　１．世帯人員が１人の場合：２２０万円
　２．世帯人員が２人の場合：４３０万円
　３．世帯人員が３人の場合：６２０万円
　４．世帯人員が４人の場合：７３０万円
　５．世帯人員が５人以上の場合：１人増すごとに７３０万円に３０万円を加えた額。ただし、住居が滅失した場合は１，２７０万円。
※対象となる災害は、自然災害で都道府県において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合などの災害です。

 リリツ シチョウソン ジョウレイ





1-1-2生活福祉資金制度による貸付

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　生活福祉資金制度による貸付 シ

		要約（見出し文）		○○市　生活福祉資金制度による貸付について シ

		本文 ホンブン		●金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者や高齢者のいる世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図ることために、生活福祉資金貸付制度により必要な経費をお貸しいたします。
●生活福祉資金には、「緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用（緊急小口資金）」や「災害を受けたことにより臨時に必要となる費用（福祉費（災害援護費））」についての貸付があります。それぞれの貸付限度額等は次のとおりです。
　■緊急小口資金
　　・貸付限度額：１０万円以内
　　・貸与利率：無利子
　　・措置期間：貸付けの日から２月以内
　　・償還期間：措置期間経過後１２月以内
　■福祉費（災害援護資金）
　　・貸付限度額：１５０万円（目安）
　　・貸与利率：連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年１．５％
　　・措置期間：貸付けの日から６月以内
　　・償還期間：措置期間経過後７年以内（目安）
所得の状況によって貸付を受けることができない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
 【問合せ先】 
○○県社会福祉協議会  電話番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇
〇〇市社会福祉協議会  電話番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇
 カ ケン シ

		留意事項 リュウイ ジコウ		●対象は低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯
●災害援護資金については、災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外
 タイショウ テイショトク セタイ ショウガイシャ セタイ マタ コウレイシャ セタイ サイガイ エンゴ シキン サイガイ チョウイキン シキュウ トウ カン ホウリツ サイガイ エンゴ シキン タイショウ セタイ テキヨウ ジョガイ





1-1-3母子父子寡婦福祉資金貸付金

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　母子父子寡婦福祉資金貸付金 シ

		要約（見出し文）		○○市　母子父子寡婦福祉資金貸付金 シ

		本文 ホンブン		母子家庭や父子家庭、寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るため母子父子寡婦福祉資金貸付金から必要な経費を貸し付しています。災害により被災した母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対しては、償還金の支払猶予などの特別措置がありますのでご相談ください。

●母子福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象です。）
　１．母子家庭の母（配偶者のない女子で現に児童を扶養している方）
　２．母子・父子福祉団体（法人）
　３．父母のいない児童（２０歳未満）
●父子福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象です。）
　１．父子家庭の父（配偶者のない男子で現に児童を扶養している方）
　２．母子・父子福祉団体（法人）
　３．父母のいない児童（２０歳未満）
●寡婦福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象です。）
　１．寡婦（かつて母子家庭の母であった方）
　２．４０歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方
 【問合せ先】 
○○県福祉事務所  電話番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇
〇〇市福祉事務所  電話番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇 ソウダン チチ フクシ ジム ショ フクシ ジム ショ

		留意事項 リュウイ ジコウ		資金種類
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修行資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金 シキン シュルイ ジギョウ カイシ シキン ジギョウ ケイゾク シキン シュウガク シキン ギノウ シュウトク シキン シュギョウ シキン シュウショク シタク シキン イリョウ カイゴ シキン セイカツ シキン ジュウタク シキン テンタク シキン シュウガク シタク シキン ケッコン シキン





1-1-4年金担保貸付、労災年金担保貸付

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　年金担保貸付、労災年金担保貸付の利用について シ リヨウ

		要約（見出し文）		○○市　年金担保貸付、労災年金担保貸付の利用について シ リヨウ

		本文 ホンブン		年金受給者の方へ、国民年金、厚生年金保険、労災年金を担保に、保健・医療や住宅改修資金などを融資が受けられる制度があります。
●貸付限度額等は次のとおりです。
　【貸付限度額】
　　次のうち最も低い額
　　・年金額の０．８倍以内
　　・各支払期の返済額の１５倍以内（原則２年半で返済できる額）
　　・２００万円以内（一部の使途は８０万円以内）
　【対象経費】
　　保健・医療や住宅改修資金など
　【保証人等】
　　年金証書を預けるとともに、信用保証制度の加入または１名以上の連帯保証人が必要です。
【問い合わせ先】
独立行政法人福祉医療機構　電話０３－３４３８－０２２４（厚生年金、労災年金等）
 ネンキン ジュキュウシャ カタ ウ セイド ト ア サキ

		留意事項 リュウイ ジコウ		※年金担保貸付制度は令和4年3月末の予定で申込受付を終了します。





1-1-5恩給担保貸付

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　恩給・共済年金担保融資 シ

		要約（見出し文）		○○市　恩給等を担保とした「住宅」「事業資金」等向けへの融資 シ トウ ム

		本文 ホンブン		恩給等の受給者の方に恩給等を担保として、「住宅」「事業資金」等を使途に貸付ける制度があります。
●貸付限度額等は次のとおりです。
　【貸付限度額】
　　・恩給：２５０万円以内、ただし恩給の年額の３年分以内
　　・共済年金：２５０万円以内、ただし共済年金の年額の２．２年分以内（生活費は１００万円以内）
　【対象経費】
　　住宅などの資金や事業資金
　【保証人等】
　　恩給等の証書を預けることが必要
※１金利については株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫にご確認ください。
※２共済年金による融資の貸付限度額は、年額の1年分以内になるまで毎年0.2年分ずつ段階的に引き下げを行います。

　【問合せ先】
　株式会社日本政策金融公庫　各支店にお問い合わせください
　沖縄振興開発金融公庫　　　電話０９８－９４１－１７９８（沖縄に住所を有する方）

 トウ シト カ ツ セイド ト ア サキ

		留意事項 リュウイ ジコウ		借り入れを行うと、支給される年金の全額が返済に充てられます。そのため返済が終わるまでは、自分で年金を受け取ることができなくなります。 ゼンガク ヘンサイ ア





1-1-6国の教育ローン

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　国の教育ローン シ クニ キョウイク

		要約（見出し文）		○○市　国の教育ローンのご紹介 シ クニ キョウイク ショウカイ

		本文 ホンブン		「国の教育ローン」とは、高校、大学、専修学校などに入学又は在学される方の保護者に対して、入学金、学校納付金などの入学費用や、授業料、通学費などの在学費用をご融資する制度です。
「国の教育ローン」は、公庫各支店が窓口となり、主にお子さまの保護者さまが融資を受け、保護者さまがご返済していくこと、高校、大学、専門学校などの入学前であっても学費や下宿代などのまとまった費用を、350万円の範囲内でお申込みいただけることなどといった特徴があります。
ただし、今後1年間に必要となる費用のみが対象となりますので、2年目以降に必要となる費用につきましては、あらためて、もう一度お申込みいただくことになります。 また、お子さまお一人につき350万円まででしたら、残高があっても、350万円から差引いた残りの金額まではお申込みいただくことができます。例えば、 今年250万円ご利用いただいた後、毎月ご返済されて来年お申込みいただくときに残高が230万円となっている場合は、350万円から230万円を差引いた 120万円までお申込みいただくことができます。
※世帯の年収（所得）に関する上限額の設定（所得制限）がございます。

詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
お電話でのお問い合わせ・資料請求
0570-008-656（ナビダイヤル） クニ キョウイク クワ ニホン セイサク キンユウ コウコ カクニン

		留意事項 リュウイ ジコウ





1-1-7緊急採用・応急採用奨学金

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　緊急採用・応急採用奨学金のご紹介 シ ショウカイ

		要約（見出し文）		○○市　緊急採用・応急採用奨学金のご紹介 シ

		本文 ホンブン		災害等により、家計が急変した学生・生徒に対して、緊急採用奨学金の貸与を実施します。
対象は、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校（専門課程）の学生・生徒で、事由が発生してから12か月以内の方が対象です。
【問い合わせ先】
在籍する各学校（奨学金担当窓口）へご相談ください。 タイショウ カタ タイショウ ト ア サキ ソウダン

		留意事項 リュウイ ジコウ		災害救助法適用地域に居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方は、該当者全員の推薦を受け付けます。また、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害にかかった世帯の学生・生徒並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生・生徒で同等の災害にかかったものについても、採用できる場合がありますので、いずれの場合も学校窓口にご相談ください。





1-1-7奨学金の返還期限猶予

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　日本学生支援機構からの奨学金の減額返還・猶予について シ ゲンガク ヘンカン

		要約（見出し文）		○○市　日本学生支援機構からの奨学金の減額返還・猶予について シ

		本文 ホンブン		災害救助法適用地域の世帯の学生で、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）から奨学金を受けている場合、奨学金返還の減額返還・返還期限猶予が受けられる場合があります。

※学生本人が居住する住宅に半壊以上等の被害を受けた方に対してJASSO支援金（10 万円（返還不要））の申請受付をしています。在学している学校を通じて申し込む必要があ ります。（申請期限は災害が起きた日の次の日から数えて3カ月以内となっていますので、ご注意ください。）

詳しくは、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/
電話での確認は奨学金相談センターまで。
0570-666-301（ナビダイヤル） サイガイ バアイ ウ バアイ シンセイ キゲン サイガイ オ ヒ ツギ ヒ カゾ ゲツ イナイ チュウイ クワ ニホン ガクセイ シエン キコウ カクニン デンワ カクニン ショウガクキン ソウダン

		留意事項 リュウイ ジコウ





1-2-1災害弔慰金

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○町　災害慶弔金の申請について マチ サイガイ ケイチョウ キン シンセイ

		要約（見出し文）		○○町　災害慶弔金の申請について マチ

		本文 ホンブン		〇〇町では、台風○○号での災害で死亡した町民の遺族の方に対して災害弔慰金を支給しています。 
申請等の詳細については、〇〇町福祉課へお問い合わせください。
 なお、申請がされた後に、今回の災害との因果関係の有無について、災害弔慰金支給審査委員会の医師、弁護士等が審査した結果で支給の可否が決ます事をご理解の上、申請してください。 

◆受給遺族
ア．配偶者、子、父母、孫、祖父母
イ．死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹
　　（死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限ります。）
◆支給額
ア．生計維持者が死亡した場合 ５００万円
イ．その他の者が死亡した場合 ２５０万円
◆申請に必要なもの
 ・災害弔慰金申出書（窓口にあります） 
 ・ 震災後から死亡に至るまでの経緯について（窓口にあります） 
 ・ 死亡診断書の写し
 ・ その他経過等分かる資料があれば添付  

 お問い合わせ先
〇〇町　福祉課 〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇 タイフウ ゴウ サイガイ カタ シンセイ アト コンカイ サイガイ ケッカ シキュウ カヒ キ コト ジュキュウ マチ

		留意事項 リュウイ ジコウ		災害弔慰金とは、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）に基づき、市町村が自然災害により死亡した者の遺族に対し支給するものである。世帯主が死亡した場合は５００万円、それ以外が死亡した場合は２５０万円が遺族に対し支払われる。詳細は市町村の条例により定められている。





1-2-2災害障害見舞金

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○町　災害障害見舞金の申請について マチ サイガイ ショウガイ ミマイ キン シンセイ

		要約（見出し文）		○○町　災害障害見舞金の申請について マチ

		本文 ホンブン		〇〇町では、台風○○号での災害で負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関す る法律に基づき､災害障害見舞金を支給します。

◆申請に必要なもの（指定様式が窓口にあります）
 ・災害見舞金支給調査票
 ・ 震災後から障害を負った経緯について
 ・ 診断書（指定様式）
 ・ その他経過等分かる資料があれば添付（障害者手帳等の写しも） 
◆受給者
 ・ 今回の災害で、重度の障害（両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等）を受けた者
◆支 額 
ア．生計維持者 〇〇万円
イ．その他の者  〇〇万円

 お問い合わせ先
〇〇町　福祉課 〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇祉課福祉係

 シテイ ヨウシキ マドグチ ミマイ キン シテイ ヨウシキ コンカイ サイガイ

		留意事項 リュウイ ジコウ		災害障害見舞金とは，災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）に基づき、市町村が自然災害により重度の障害を受けた者に対し支給するものである。 詳細は市町村の条例により定められている。 サイガイ ショウガイ ミマイ キン サイガイ チョウイキン シキュウ トウ カン ホウリツ ショウワ ネン ホウリツ ダイ ゴウ モト シチョウソン シゼン サイガイ ジュウド ショウガイ ウ モノ タイ シキュウ





1-2-3被災者生活再建支援制度

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　被災者生活再建支援制度の利用について シ リヨウ

		要約（見出し文）		○○市　被災者生活再建支援制度の利用について シ

		本文 ホンブン		●台風〇〇号により、居住する住居が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。

●支給額は、下記の２つの支援金の合計額になります。
（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額が３／４になります。）
　■住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）
　　・全壊等の場合：１００万円
　　・大規模半壊の場合：５０万円
　■住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）
　　・建設、購入：２００万円
　　・補修：１００万円
　　・賃借（公営住宅を除く）：５０万円
　　※いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は合計で２００（又は１００）万円。
●申請に必要なもの
 ・支援金支給申請書（窓口にあります） 
 ・ 罹災証明書 
 ・ 住民票の写し
・その他関係書類（契約書（住宅の購入・補修、借家の賃貸借 等））  

 お問い合わせ先
〇〇町　福祉課 〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇
●支援金の使途は限定されませんので、何にでもお使いいただけます。
詳しくは、内閣府の防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html
「被災者生活再建支援法の概要」を参照してください。 タイフウ ゴウ カキ シキュウ シンセイ ショ ジュウミンヒョウ ウツ タ カンケイ ショルイ

		留意事項 リュウイ ジコウ		（申請期間）
 ①基礎支援金： 災害発生日から１３月以内
 ②加算支援金： 災害発生日から３７月以内
被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。  シンセイ キカン キソ シエンキン サイガイ ハッセイ ビ ガツイナイ カサン シエンキン サイガイ ハッセイ ビ ガツ イナイ





1-2-4児童扶養手当等の特別措置

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　児童扶養手当等の特別措置 シ

		要約（見出し文）		○○市　児童扶養手当等の特別措置 シ

		本文 ホンブン		　台風〇〇号で被災された方で、所得制限額の超過により手当の支給が停止されている方で、児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当につい て、所得制限の規定が適用除外される場合があります。
●対象者
 今回の災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね２分の１以上の損害を受けた方
（地震保険等の給付金により補充された金額を除きます。）
●支給制限解除の期間（支給対象となる期間）
損害を受けた月分の手当から〇〇月分の手当まで
●手続き方法
次の書類を各窓口へ提出してください。
・被災状況証書（窓口にあります） 
・罹災証明書
●その他
全部支給の方は対象外です。（手当額の上乗せではありません。）
所得税法上扶養していない親族の損害については対象になりません。
＜お問い合わせ先＞
〇〇市　●●市　子育て支援課 〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇 ヒサイ カタ バアイ タイショウ シャ コンカイ カタ ノゾ テツヅ ホウホウ ヒサイ ジョウキョウ タ シ シ コソダ シエン カ

		留意事項 リュウイ ジコウ

								児童扶養手当等の特別措置





1-2-5特別支援学校等への就学奨励事業

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　特別支援学校等への就学奨励事業のお知らせ シ シ

		要約（見出し文）		○○市　特別支援学校等への就学奨励事業のお知らせ シ シ

		本文 ホンブン		　「特別支援学校等への就学奨励事業」とは、障がいのある幼児児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ国及び地方公共団体が補助するという制度です。
被災により家計が急変したとの理由により、新たに特別支援教育就学奨励事業の支援を希望される方は、ご相談ください。

＜制度についてのお問合せ先＞
世帯の構成や収入に応じた認定支給基準がありますので、以下の窓口にご相談ください。
〇〇市教育委員会学校教育課　〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇 リユウ ジギョウ シエン キボウ カタ ソウダン ニンテイ イカ マドグチ ソウダン

		留意事項 リュウイ ジコウ





1-2-6小・中学生の就学援助措置

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　小・中学生の就学援助措置 シ

		要約（見出し文）		○○市　小・中学生の就学援助措置 シ

		本文 ホンブン		被災により、就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、就学に必要な学用品費、新入学用品費、通学費、校外活動費、学校給食費等を援助します。　

●被災により、家屋が全壊、大規模半壊、半壊、流失、床上浸水の被害を受けたり、主たる家計維持者が離職・休職せざるを得なくなったことによる家計急変の場合などで就学が困難となった児童・生徒の保護者。避難をされている方も、この制度を活用することができます。
●必要書類
・罹災証明書（家屋が被災した場合）
・被災により離職・休職したことがわかる書類の確認による認定（被災により、主たる家計維持者が離職・休職の場合）

＜申請方法等のお問い合わせ先＞
〇〇市教育委員会　学校教育課　〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇 ヒガイ ウ ヒツヨウ ショルイ バアイ シンセイ ホウホウ トウ ト ア サキ シ キョウイク イイン カイ ガッコウ キョウイク カ

		留意事項 リュウイ ジコウ





1-2-7生活保護

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　生活保護の相談 シ セイカツ ホゴ ソウダン

		要約（見出し文）		○○市　生活保護の相談 シ セイカツ ホゴ ソウダン

		本文 ホンブン		生活保護制度とは、生活に現に困窮している方に、生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、困窮の程度に応じて必要な保護を行うものです。
●生活保護の受給にあたっては、各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が保護実施の前提になります。また、扶養義務者による扶養は保護に優先されます。
●生活保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。

●保護の基準は、厚生労働大臣が設定します。
　生活扶助学の例（※平成３０年１０月～）
　【３人世帯（３３歳、２９歳、４歳）】
　　・１５７,１７０円（東京都区部）
　　・１３１,９００円（地方郡部等）
　【高齢者単身世帯（６８歳）】
　　・７８,４７０円（東京都区部）
　　・６４,４２０円（地方郡部等）
　【高齢者夫婦世帯（６８歳、６５歳）】
　　・１１８,８８０円（東京都区部）
　　・９８,６６０円（地方郡部等）
　【母子世帯（３０歳、４歳、２歳）】
　　・１８７,４６０円（東京都区部）
　　・１６０,１６０円（地方郡部等）

 お問い合わせ先
〇〇町　保健福祉センター 〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇
 セイカツ ホゴ セイド エン

		留意事項 リュウイ ジコウ





1-2-8雇用保険の失業等給付

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　雇用保険の失業等給付 シ コヨウ ホケン シツギョウナド キュウフ

		要約（見出し文）		○○市　雇用保険の失業等給付 シ コヨウ ホケン シツギョウナド キュウフ

		本文 ホンブン		今回の災害で○○市は災害救助法が適用せれる事となりました。
市内の事業所に雇用される方で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業することとなったため、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再雇用されることが予定されているものの、賃金を受け取れなくなった方に対し、失業しているものとみなして雇用保険の支給申請が出来ますので、最寄りのハローワークまたは労働局までご相談ください。
（支給は雇用保険に６か月以上加入している等の要件を満たす方が対象となります。）

〇〇市ハローワーク　〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇

なお、交通機関の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、その他のハローワークで受給手続を行うことができます。  コンカイ サイガイ シ サイガイ キュウジョホウ テキヨウ コト コヨウ ホケン シキュウ

		留意事項 リュウイ ジコウ		災害救助法の適用があった場合 バアイ

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　雇用保険の失業等給付 シ コヨウ ホケン シツギョウナド キュウフ

		要約（見出し文）		○○市　雇用保険の失業等給付 シ コヨウ ホケン シツギョウナド キュウフ

		本文 ホンブン		今回の災害で〇〇市は激甚災害法第25条の規定が適用さる事となりました。
〇〇市に所在する事業所に雇用される方で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業することになったため、休業を余儀なくされたため賃金を受け取れなくなった方に対し、失業しているものとみなして雇用保険の支給申請が出来ますので、最寄りのハローワークまたは労働局までご相談ください。
（支給は雇用保険に６か月以上加入している等の要件を満たす方が対象となります。）

〇〇市ハローワーク　〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇

なお、交通機関の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、その他のハローワークで受給手続を行うことができます。 シ カタ コヨウ ホケン シキュウ シンセイ デキ モヨ ロウドウ キョク ソウダン コウツウ キカン

		留意事項 リュウイ ジコウ		激甚災害法第25条の適用があった場合 ゲキジン サイガイホウ ダイ ジョウ テキヨウ バアイ





1-2-9職業訓練

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　再就職のための職業訓練 シ サイシュウショク ショクギョウ クンレン

		要約（見出し文）		○○市　再就職のための職業訓練が受けられます シ サイシュウショク ショクギョウ クンレン ウ

		本文 ホンブン		今回の災害により離職を余儀なくされた方で、再就職のための技能や知識を身につける必要がある場合、無料で職業訓練が受けられます。また、一定の要件を満たす場合、訓練期間中の生活を支援するための給付費が支給される制度もあります。
対象が、その職業を受けるために必要な能力等を有するなどの要件を満たして、公共職業安定所長の受講あっせんを受けた者となりますので最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）、または労働局までご相談ください。

〇〇県労働局職業安定部職業安定課 〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇
〇〇公共職業安定所（ハローワーク）　〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇 コンカイ サイガイ リショク ヨギ カタ タイショウ モヨ コウキョウ ショクギョウ アンテイ ジョ ロウドウ キョク ソウダン ケン

		留意事項 リュウイ ジコウ





1-2-10職業転換給付金

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		○○市　ハローワークを通じての再就職支援 シ ツウ サイ シュウショク シエン

		要約（見出し文）		○○市　ハローワークを通じての再就職支援について シ ツウ サイシュウショク シエン

		本文 ホンブン		就職が困難な失業者などの再就職の促進を図るため、ハローワークの紹介により広域に渡る求職活動を行う場合や、就職または公共職業訓練を受講するために住所を移転する場合にその費用の一部が支給されます。支給に条件がありますので、最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）、または労働局までご相談ください。

　【広域求職活動費】
　ハローワークを通じて広域の求職活動を行う場合に広域求職活動費（交通費実費、宿泊料）を支給。
　【移転費】
　就職又は公共職業訓練を受講するために住所を移転する場合に、移転費（交通費実費、移転料、着後手当）を支給。
　【訓練手当】
　ハローワークの所長の指示により職業訓練を受講する場合に訓練手当を支給。

〇〇県労働局職業安定部職業安定課 〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇
〇〇公共職業安定所（ハローワーク）　〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇 シキュウ ジョウケン

		留意事項 リュウイ ジコウ





1-3-1教科書等の無償給与（災害救助法）

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		教科書・学用品等の支給について  シキュウ

		要約（見出し文）		教科書・学用品等の支給について  シキュウ

		本文 ホンブン		今回の災害により学用品を失った住宅に被害を受け学用品を失った小・中学校、高等学校等の児童・生徒に対して、教科書や教材、文房具、通学用品を支給します。詳しくは、〇〇市学校教育課までお問い合わせください。

【対象者・要件】
住家の全壊，流失，半壊，床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住できない状態となったものを含む)により，教科書・学用品等を喪失又は損傷し，就学上支障のある小・中・高・特別支援学校・中等教育学校・専修学校・各種学校の児童生徒
【対象品】
①教科書及び正規の教材(教科書，ワークブック等)
②文房具(ノート，鉛筆，画用紙等)
③通学用品(傘，靴等)
④その他学用品(運動靴，裁縫道具等)

【問い合わせ】
〇〇市学校教育課〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇 コンカイ クワ ト ア ヒン シ

		留意事項 リュウイ ジコウ		災害救助法が適用された市町村が対象です。 タイショウ





1-4-1幼稚園への就園奨励事業

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		幼稚園の減免措置 ヨウチエン ゲンメン ソチ

		要約（見出し文）		保護者の所得状況に応じて、幼稚園の入園料・保育料を軽減します。 ホゴシャ ショトク ジョウキョウ オウ ヨウチエン ニュウエンリョウ ホイクリョウ ケイゲン

		本文 ホンブン		今回の災害により住居が被災した世帯について、学用品を失った住宅に被害を受け学用品を失った小・中学校、高等学校等の児童・生徒に対して、市民税減免後の所得割額により保育料・入園料を補助する額の見直しを行います。
※市民税が減免されてある方でも、補助金額に変更が無い場合があります。 私立幼稚園に在園し〇〇市民である満３歳児・３歳児・４歳児・５歳児の保護者の方が対象です。
満３歳児クラスに在籍する園児は、誕生月から対象となります。  り災証明書の写しを添付して、令和〇年〇月〇日までに申請ください。
 『令和〇年度幼稚園就園奨励費補助金補助限度額』（保護者通知） 『被災による減免申請書』 

【問い合わせ】
〇〇市学校教育課〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇 コンカイ ジュウキョ ヒサイ セタイ レイワ ネン ガツ ヒ レイワ シ

		留意事項 リュウイ ジコウ		災害救助法が適用された市町村が対象です。 タイショウ





1-4-2高等学校授業料等減免措置

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		高等学校授業料等減免措置 コウトウ ガッコウ ジュギョウリョウ トウ ゲンメン ソチ

		要約（見出し文）		保護者の所得状況に応じて、高等学校授業料等を軽減します。 ホゴシャ ショトク ジョウキョウ オウ コウトウ ガッコウ ジュギョウリョウ トウ ケイゲン

		本文 ホンブン		今回の台風で自宅が浸水被害を受けた場合や、保護者が失業するなどの理由で家計が急変したため授業料等の納付が困難な生徒を対象に、授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料等の徴収猶予又は減額、免除します。
入学料・授業料の減免申請の受付は令和〇年〇月〇日です。必要書類がありますので、申請を希望される場合は、速やかに在学している県立高校の事務室まで御相談ください。
●必要書類
・授業料等減免申請書、家庭状況等申出書
・罹災証明書 コンカイ タイフウ ジタク シンスイ ヒガイ ウ バアイ ホゴシャ シツギョウ リユウ ウケツケ レイワ ネン ガツ ヒ ヒツヨウ ショルイ ヒツヨウ ショルイ ジュギョウリョウ トウ ゲンメン シンセイショ リサイ

		留意事項 リュウイ ジコウ





1-4-3大学等授業料等減免措置

		情報識別区分		災害情報

		災害名		台風○○号関連

		大分類		生活情報

		小分類		被災者支援 ヒサイシャ シエン

		標題		大学等授業料等減免措置 ダイガク トウ ジュギョウリョウ トウ ゲンメン ソチ

		要約（見出し文）		保護者の所得状況に応じて、大学等の授業料等を軽減します。 ホゴシャ ショトク ジョウキョウ オウ ダイガク トウ ジュギョウリョウ トウ ケイゲン

		本文 ホンブン		今回の台風で自宅が浸水被害を受けた場合や、保護者が失業するなどの理由で家計が急変した等の理由により授業料等の納付が困難な学生を対象に、各学校（大学、短期大学、大学院、高等専門学校）において授業料等の減額、免除を行います。
具体的な基準、必要書類、申請期間、減免額などは、学校ごとに異なりますので在学している学校の授業料担当窓口までご相談ください。
 ヒツヨウ ショルイ シンセイ キカン ザイガク ガッコウ ジュギョウリョウ タントウ マドグチ

		留意事項 リュウイ ジコウ





3-1-1資金貸付

		情報識別区分		災害情報 サイガイ ジョウホウ

		災害名		台風〇号関連 タイフウ ゴウ カンレン

		大分類		制度 セイド

		小分類		農林漁業・中小企業・自営業への支援

		標題		株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫による資金貸付

		要約（見出し文）		株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫では、農林漁業者に対する各種の資金貸付を行っています。

		本文 ホンブン		●株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫では、農林漁業者に対する各種の資金貸付を行っています。

○農林漁業セーフティネット資金：災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金を融資します。
○農林漁業施設資金：災害により被災した農林漁業施設の復旧のための資金を融資します。
○農業基盤整備資金：農地・牧野又はその保全・利用上必要な施設の復旧のための資金を融資します。
○林業基盤整備資金：森林、林道等の復旧のための資金を融資します。
○漁業基盤整備資金：漁港、漁場施設の復旧のための資金を融資します。

●上記のほかにも農林漁業者に対する資金貸付がございます。各種貸付事業の詳細については、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫にご確認ください。

●お問い合わせ先
〇株式会社日本政策金融公庫 ０１２０－１５４－５０５
〇沖縄振興開発金融公庫 ０９８－９４１－１８４０ ト ア サキ

		留意事項 リュウイ ジコウ





3-1-2災害復旧貸付

		情報識別区分		災害情報 サイガイ ジョウホウ

		災害名		台風〇号関連 タイフウ ゴウ カンレン

		大分類		制度 セイド

		小分類		農林漁業・中小企業・自営業への支援

		標題		政府系金融機関による災害復旧貸付

		要約（見出し文）		日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が、災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対して、事業の復旧に必要な設備資金や運転資金を融資します。

		本文 ホンブン

		留意事項 リュウイ ジコウ





3-1-3天災融資制度

		情報識別区分		災害情報 サイガイ ジョウホウ

		災害名		台風〇号関連 タイフウ ゴウ カンレン

		大分類		制度 セイド

		小分類		農林漁業・中小企業・自営業への支援

		標題		天災融資制度

		要約（見出し文）		天災によって損失を受けた被害農林漁業者等に対して、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を行い、その経営の安定化を図ります

		本文 ホンブン		●天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づき、天災によって損失を受けた被害農林漁業者等に対して、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を行い、その経営の安定化を図ります。

●暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温、降ひょう等の天災による農林水産物等の被害が著しく、かつ、国民経済に及ぼす影響が大であると認められる場合に、災害の都度、天災の指定及び融資に必要な事項を定めた政令を制定することによって発動されます。

●お問い合わせは各市町村までお願いします。
ｘｘｘｘ－ｘｘ－ｘｘｘｘ ト ア カク シチョウソン ネガ

		留意事項 リュウイ ジコウ





3-1-4小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

		情報識別区分		災害情報 サイガイ ジョウホウ

		災害名		台風〇号関連 タイフウ ゴウ カンレン

		大分類		制度 セイド

		小分類		農林漁業・中小企業・自営業への支援

		標題		小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

		要約（見出し文）		商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受ける小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行います。

		本文 ホンブン		●小規模事業者経営改善資金（通称：マル経融資）制度は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会（以下「商工会議所等」という。）の実施する経営指導を受ける小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

　①貸付限度額 ２，０００万円
　②貸付金利　〇月〇日現在 １．１１％

●活用できる方は以下の1及び2の要件を満たす方とします。
 1.小規模事業者
常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）の場合は5人以下）の法人・個人事業主

 2.商工会議所等の経営指導を受けているなどの要件を満たしている方

●お問い合わせは最寄りの商工会議所、商工会、都道府県商工会連合会までお願いします。
ｘｘｘｘ－ｘｘ－ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ－ｘｘ－ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ－ｘｘ－ｘｘｘｘ
 ガツ ニチ ゲンザイ カツヨウ カタ イカ オヨ ヨウケン ミ カタ モヨ ショウコウ カイギショ ショウコウカイ トドウフケン ショウコウカイ レンゴウカイ

		留意事項 リュウイ ジコウ





3-1-5生活衛生改善貸付

		情報識別区分		災害情報 サイガイ ジョウホウ

		災害名		台風〇号関連 タイフウ ゴウ カンレン

		大分類		制度 セイド

		小分類		農林漁業・中小企業・自営業への支援

		標題		生活衛生改善貸付

		要約（見出し文）		都道府県生活衛生営業指導センターの実施する経営指導を受ける生活衛生関係営業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行います。 オコナ

		本文 ホンブン		●生活衛生改善貸付制度は、生活衛生同業組合、の実施する経営指導を受ける生活衛生関係営業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

　①貸付限度額 ２，０００万円
　②貸付金利 〇月〇日現在１．１１％

●活用できる方は以下の1及び2の要件を満たす方とします。
1.小規模事業者
常時使用する従業員が５人以下（旅館業及び興行場営業の場合は２０人以下）の生活衛生関係の事業を営む法人・個人事業主
2.生活衛生同業組合等の経営指導を受けているなどの要件を満たしている方

●お問い合わせは最寄りの生活衛生同業組合、組合が設立されていない場合は、都道府県生活衛生営業指導センターまでお願いします。
ｘｘｘｘ－ｘｘ－ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ－ｘｘ－ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ－ｘｘ－ｘｘｘｘ ネガ

		留意事項 リュウイ ジコウ





3-1-6災害復旧貸付

		情報識別区分		災害情報 サイガイ ジョウホウ

		災害名		台風〇号関連 タイフウ ゴウ カンレン

		大分類		制度 セイド

		小分類		農林漁業・中小企業・自営業への支援

		標題		災害復旧貸付

		要約（見出し文）		災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、事業所復旧のための資金を融資します

		本文 ホンブン		●災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫が事業復旧のための運転資金及び設備資金を融資します。

●災害復旧資金貸付は、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫において、受付を行います。

●日本政策金融公庫の災害復旧貸付の貸付限度額等は次のとおりです。

○国民生活事業
　・貸付限度額　　　各貸付制度ごとの貸付限度額に上乗せ３千万円
　・償還期間　　　適用する各貸付制度の貸付期間に準じる
　　　　　　　　　　　※普通貸付を適用した場合は10年以内（うち２年以内の据置可能）

○中小企業事業
　・貸付限度額　　　別枠で１億５千万円以内
　・償還期間　　　1５年以内（うち２年以内の据置可能）

※沖縄振興開発金融公庫においては、日本政策金融公庫（国民生活事業、中小企業事業）の制度の内容に準じます。

●お問い合わせは以下の各機関までお願いします。
　株式会社日本政策金融公庫 ０１２０－１５４－５０５
　沖縄振興開発金融公庫 ０９８－９４１－１７８５
 ベツ イカ カク キカン ネガ

		留意事項 リュウイ ジコウ





3-1-7高度化事業

		情報識別区分		災害情報 サイガイ ジョウホウ

		災害名		台風〇号関連 タイフウ ゴウ カンレン

		大分類		制度 セイド

		小分類		農林漁業・中小企業・自営業への支援

		標題		高度化事業 コウドカ ジギョウ

		要約（見出し文）		災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、事業所復旧のための資金を融資します

		本文 ホンブン		●災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫が事業復旧のための運転資金及び設備資金を融資します。

●災害復旧資金貸付は、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫において、受付を行います。

●日本政策金融公庫の災害復旧貸付の貸付限度額等は次のとおりです。

○国民生活事業
　・貸付限度額　　　各貸付制度ごとの貸付限度額に上乗せ３千万円
　・償還期間　　　適用する各貸付制度の貸付期間に準じる
　　　　　　　　　　　※普通貸付を適用した場合は10年以内（うち２年以内の据置可能）

○中小企業事業
　・貸付限度額　　　別枠で１億５千万円以内
　・償還期間　　　1５年以内（うち２年以内の据置可能）

※沖縄振興開発金融公庫においては、日本政策金融公庫（国民生活事業、中小企業事業）の制度の内容に準じます。

●お問い合わせは以下の各機関までお願いします。
　株式会社日本政策金融公庫 ０１２０－１５４－５０５
　沖縄振興開発金融公庫 ０９８－９４１－１７８５
 ベツ イカ カク キカン ネガ

		留意事項 リュウイ ジコウ
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項
番

作業部会
日付

作業部会で頂いたコメント 対応（案）

1 9/12 合同訓練で、メディアによるお知らせの伝達を標
準にする、という事には、以下の課題がある。
・エディタ2で発信する内容を表示するには、受信側のシステムの
改修要であり費用が発生する。（静岡放送）
・訓練情報はシステムで取り込んでいない。（共同通信社）
・放送の本線へ訓練内容を載せることはリスクが伴う。（NHK）

合同訓練では、自治体によるお知らせ発信をシナリオに組
み込んでいただき、発信していただく事を第一の目的とす
る。
メディア側では、訓練報を本番に出すことは難しいため、
自治体が発信した情報の取得、確認による参加形式も可能
とする。

2 9/12 合同訓練に際し、県とメディアの連携がまったく
とれていないところがある。総務省・FMMCから
プッシュしてほしい。（静岡放送）

合同訓練の前に連絡会にて、情報発信側（県）と情報伝達
側（メディア）にコミュニケーションをとってもらう旨推
奨する。~「Ｌアラート全国合同訓練の内容検討」参照

3 9/12 事例集は、ライフラインの情報は充実させてほし
い。（共同通信社）

水道、ガス、電気、通信、交通などのカテゴリで、自治体
が主体で発信できるものについて、情報を取り込む。

4 9/12 事例集は、発信事例と併せて、メディアでの表示
事例を明記すると有効ではないか。（NHK）

過去のお知らせのメディアへの表示事例は、胆振東部地震
時の下川町、北海道ガスや、周防大島の貨物船衝突時の交
通情報等、少数である。（いずれもgoo防災アプリ）
今後災害が発生した際に、各メディアによるお知らせの表
示の画面キャプチャーをFMMCでも取得収集し、サンプル
として提示する。
（メディア様の方もご協力をお願いします）

5 9/12 事例集の位置づけは強制力をもたない扱いとして
ほしい。
（事例集に記載されていても必ずしも発信しなくてはいけないと
は限らないこと／事例集に記載されていなくても必要な情報であ
れば発信してよいこと）（長野市）

事例集の冒頭には、位置づけや使い方を明記する。
あくまで参考情報として各自治体のマニュアルに必要に応
じて適宜追加いただくような運用形式を目指す。

6 9/12 事例集は自治体の各部署で行う業務別の組立にし
たほうが素直に受け入れやすい。（宇田川委員）

情報／制度で大別している情報について、自治体の御意見
をふまえながら、再構成を検討する。

2．検討内容及び今後の対応（案）について
③作業部会でのコメントより
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項
番

作業部会
日付

作業部会で頂いたコメント 対応（案）

7 10/31 発信事例サンプル濃淡があるように感じる。（高
知県）

発信事例に詳細な部分と簡潔な部分が混在していると思わ
れ、内容の粒度について改めて精査を行う。

8 10/31 今回の報道資料（キャプチャー等）を振り返りの
意味も込めて、ＦＭＭＣへ提供する予定である。
（静岡放送）

ご提供いただいたお知らせの報道の画面を、発信事例と合
わせて提示できるよう準備を行う。

9 10/31 愛知、岐阜、三重３県を対象としていて、各県は
お知らせを発信できるプラットホームをもってい
るが、訓練でもあまり利用がなく、自治体からは、
たくさん入力するのは負担という段階にある。こ
のような状況なので、まずは断水など限られた情
報から発信していくのが浸透していく手始めにな
ると思う。（名古屋テレビ）

過去の発信事例等をもとに、まずは発信の優先度・緊急度
が高いと思われる情報を見極めて、事例の収集、作成を進
めていく。

10 10/31 今後、お知らせサンプルをもとにいかに反映させ
ていくかというのが報道機関の課題となる。
（NHK）

項番8と同様の対応を行うと同時に、運用の定着に向けて、
作業部会等の場で、発信側と伝達側（報道機関）の双方の
ご意見を伺いながら対応していく。

2．検討内容及び今後の対応（案）について
③作業部会でのコメントより
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３．作成中の発信事例集サンプル（生活情報）

情報識別区分 災害情報

災害名 台風○○号関連

大分類 生活情報

小分類 被災者支援

標題 ○○市 炊き出し情報

要約（見出し文） ○○市 ○○町役場前で自衛隊による炊き出しを実施します

本文

○月○日○時から○○町役場前で自衛隊による炊き出しを実施します。
あわせてペットボトルの飲料水を配布します。
※数に限りがあるため、１名につき２リットル入りペットボトル２本までの配布となります。
また、炊き出しは、自宅が被災して炊事が出来ない方を対象としております事をご理解ください。

※入力にあたっての
留意事項

・対象者を明記する。（避難所に避難している方、住家に被害を受けて炊事のできない方）
・日時が決まっている場合は、その時間を記述する。
飲料水、乳幼児用ミルク等の配布を同時に行う場合は、併せて記述する。
炊き出しは長期間に渡る場合がある。

情報識別区分 災害情報

災害名 台風○○号関連

大分類 生活情報

小分類 被災者支援

標題 ○○町 自衛隊からの入浴支援情報

要約（見出し文） ○○町 避難所での臨時入浴施設が開設されました

本文

町内断水に伴い、自衛隊より入浴支援を受けております。
設置場所 ○○町○○小学校敷地内 入浴料無料 15:00から22:00まで
タオル、石鹸・シャンプーはご持参ください。
男女別で１回で３０名程度が入浴可能ですが、混雑する場合には利用時間を制限することがありますので、予めご了承
ください。

※入力にあたっての
留意事項

持参する必要のあるもの（タオル、石鹸・シャンプー等）は記入する事。

◇生活情報
－炊き出し情報

◇生活情報
－入浴支援情報
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情報識別区分 災害情報

災害名 台風○○号関連

大分類 生活情報

小分類 被災者支援

標題 災害用トイレの設置

要約（見出し文） ○○町 災害用トイレの設置

本文

〇〇避難所では、災害用仮設トイレが増設されました。男子用４基（和）、女子用５基（和）で、車椅子利用の障が
い者も利用できるトイレ（洋）が１基設置され利用可能となりました。

※入力にあたっての
留意事項

高齢者や障害者等にとっては、和式便器の使用は極度に困難である。男女別に設置する事が望ましい。

情報識別区分 災害情報

災害名 台風○○号関連

大分類 生活情報

小分類 被災者支援

標題 要配慮者に旅館・ホテルの部屋を提供

要約（見出し文） 要介護・要支援、障がい者、妊産婦などの要配慮者に旅館・ホテルの部屋を提供

本文

住宅が損壊するなどして避難所等で生活されている高齢者（要支援、要介護の方）、認知症の方、障がい者、妊
産婦など特別な配慮が必要な方で、宿泊施設の利用を希望される方は、お近くの避難所また市役所まで申し出て
ください。
介助が必要な方は介助者の同行及び宿泊が必要です。
・宿泊者の人数上限・・・基本的に世帯人数まで
・期間 概ね２週間まで（相談）
・宿泊施設は県外となる可能性もあります。
・宿泊費 介助者も含め自己負担はありません。
〇〇市役所 XXXX-XX-XXXX

※入力にあたっての
留意事項

利用条件を記載すること。
どこまでの費用を無料となるか、予め説明すること。

◇生活情報
－災害用トイレ
の設置

◇生活情報
－要配慮者への
情報

３．作成中の発信事例集サンプル（生活情報）
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◆制度
－災害援護資金

３．作成中の発信事例集サンプル（制度）
情報識別区分 災害情報

災害名 台風○○号関連

大分類 生活情報

小分類 被災者支援

標題 ○○市 災害援護資金の貸付

要約（見出し文） ○○市 災害援護資金の貸付の申請方法について

本文

〈災害援護資金の貸付〉
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の
再建に必要な資金を貸し付けます。
●対象者は以下のいずれかの被害を受けた世帯主です。
１．世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね１か月以上
２．家財の１／３以上の損害
３．住居の半壊又は全壊・流出

所得の状況によって貸付を受けることができない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
●必要書類 住民票、り災証明書、住宅被災写真（可能な限り）、通帳の写し、印鑑等
【問合せ先】 健康保険課国保・年金係 電話番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇（市役所1階）

※入力にあたっての
留意事項

【貸付限度額】
①世帯主に１か月以上の負傷がある場合
ア：当該負傷のみ：１５０万円
イ：家財の３分の１以上の損害：２５０万円
ウ：住居の半壊：２７０万円
エ：住居の全壊：３５０万円

②世帯主に１か月以上の負傷がない場合
ア：家財の３分の１以上の損害：１５０万円
イ：住居の半壊：１７０万円
ウ：住居の全壊（エの場合を除く）：２５０万円
エ：住居の全体の滅失又は流失：３５０万円

【貸付利率】
年３％（措置期間中は無利子）（利率は市町村の条例による）

【据置期間】
３年以内（特別の場合５年）

【償還期間】
１０年以内（措置期間を含む）

所得制限があります。「市町村民税における前年の総所得金額」が、下記の額以下の場合が対象です。
１．世帯人員が１人の場合：２２０万円
２．世帯人員が２人の場合：４３０万円
３．世帯人員が３人の場合：６２０万円
４．世帯人員が４人の場合：７３０万円
５．世帯人員が５人以上の場合：１人増すごとに７３０万円に３０万円を加えた額。ただし、住居が滅失した場合は１，２７０万円。

※対象となる災害は、自然災害で都道府県において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合などの災害です。
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４．今後の予定について

〇今までいただきましたコメントをふまえ、発信事例集の作成を進めてい
き、作業部会でご確認いただきながら、年度末の諮問委員会では完成版を
ご提示したいと考えております。

〇この取組で作成した発信事例集については、2020年度には各都道府県様
に参考情報としてご提示できるようにし、2020年5月の合同訓練時、お知
らせの訓練報発信の際にご参照いただけるようにしてききたいと考えてお
ります。

〇また、2020年度の合同訓練後の出水期においては、各自治体で本番発信
の際にご参照いただけるよう、継続して働きかけていきたいと考えており
ます。
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